
 
 

 令和２年度 第３回社会教育委員会議 

 

日時 令和２年１２月２５日（金） １０：００～１１：３０  

場所 北九州市立生涯学習総合センター ３階ホール 

 

 

１ 市民文化スポーツ局(局長)あいさつ 

 

２ 議題 

(１) 議長・副議長の互選について                     [資料１] 

 

(２) 北九州市生涯学習推進計画(令和元年度評価)について                  [資料２] 

  

(３) 次期生涯学習推進計画（素案）パブリックコメントの実施結果等について 

    [資料３] 

 

３ その他報告 

(１) 令和３年度以降の生涯学習センターについて             [資料４] 
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北九州市社会教育委員会議関連法規 

社会教育法 
（審議会等への諮問） 

第１３条  国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あら

かじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）

第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、地方公共

団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。 

（社会教育委員の構成） 

 第１５条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

（社会教育委員の職務） 

第１７条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 

  (1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

  (2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 

  (3) 前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

 ２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 

 ３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事

項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることがで

きる。 

（社会教育委員の委嘱の基準等）  

第１８条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地

方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省

令で定める基準を参酌するものとする。   

社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準
を定める省令 
（社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準） 

第１条  社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第１８条の文部科学省令で

定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経

験のある者の中から委嘱することとする。 

北九州市社会教育委員条例（平成２７年７月３日公布、８月２９日施行） 
第 1 条 社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)第 15 条第 1 項の規定により、市に社会教育委員(以

下「委員」という。)を置く。 

第 2 条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識

経験のある者のうちから委嘱する。 

第 3 条 委員の定数は、１５人とする。 

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

第 5 条 委員は、その事情により、任期中であっても解嘱することができる。 

北九州市社会教育委員会議規則 
第１条 社会教育委員の会議には、委員の互選により、議長および副議長２人をおく。 

第２条 議長および副議長の任期は１年とする。ただし、再選されることができる。 

第３条 議長は、社会教育委員の会議を主宰する。 

第４条 副議長は、議長を助け、議長に事故あるとき、または、議長が欠けたときは、その職務を行う。 

 第５条 委員の会議は、必要に応じて教育委員会がこれを招集する。 

 第６条 会議の招集は、開会の７日前までにこれを通知しなければならない。 

第７条 教育委員会は、会議開催の日時、場所および会議に付議すべき事件をあらかじめ通知しなけれ

ばならない。 

第８条 この規則に定めるもののほか、社会教育委員の会議に関し必要な事項は、別に定める。   

資料１  



































































































  

 

令和３年度以降の生涯学習センターについて 

 

 

１ 市民活動拠点施設の考え方（「公共施設マネジメント実行計画」に基づく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更点 

（１）利用対象の拡大 

 

 【新たな利用対象】 

   ①個人の利用 

     ・各室使用料   通常料金（減免なし） 

     ・予約受付時期  ７日前～ 

 

  ②営利を伴う活動による利用 

    ・各室使用料   ５倍料金（減免なし） 

    ・予約受付時期  ２ヶ月前～ 

 

 参考：【一般利用（これまでの利用対象）】 

⇒ 生涯学習活動を行う団体等 

     ・各室使用料   通常料金（減免あり） 

     ・予約受付時期  ３ヶ月前～ 

 

 ※営利を主目的とする活動（展示即売、商品販売、売買契約等）の利用は今後

も認めない。 

 

 

（２）勤労婦人センターから生涯学習センター分館への移行 

現名称  新名称 

東部勤労婦人センター 

（レディスもじ） 
門司生涯学習センター 大里分館 

西部勤労婦人センター 

（レディスやはた） 
八幡東生涯学習センター 尾倉分館 

 

 

３ 施行期日  令和３年４月１日   

誰もが利用しやすい施設 

用途廃止（統合） 勤労婦人センター（２施設） 

生涯学習センター（９施設） 

特定目的のための施設 

生涯学習センター（11 施設） 

利用対象の拡大 

資料４ 



  

 
 

北九州市立生涯学習センター１１施設（分館４館含む） 
 

 

                                  （令和３年４月１日以降） 

生涯学習センター名 所在地 
電 話 

（ＦＡＸ） 

生涯学習総合センター 
〒803-0811 
小倉北区大門一丁目６番43号 

（婦人会館と併設） 

571-2735 
571-2712 

(利用受付) 
(571-0943) 

八幡西生涯学習総合センター 
〒806-0021 
八幡西区黒崎三丁目15番3号 

（コムシティ内） 

641-9360 
(641-9332) 

 
八幡西生涯学習総合センター  

折尾分館 
〒807-0833 
八幡西区南鷹見町６番１号 

691-5653 

 
 
門司生涯学習センター 

〒801-0863 
門司区栄町３番７号 

332-0887 
(332-0398) 

 
門司生涯学習センター 

大里分館 
〒800-0051 
門司区下馬寄６番８号 

371-4649 
（371-4268） 

※予定 

小倉南生涯学習センター 
〒802-0816 
小倉南区若園五丁目１番５号 

931-1286 
(931-1264) 

 
小倉南生涯学習センター 

北方分館 
〒802-0841 
小倉南区北方三丁目32番３号 951-0114 

若松生涯学習センター 
〒808-0034 
若松区本町三丁目13番１号 

(若松市民会館と併設) 

751-8683 
(771-8045) 

八幡東生涯学習センター 
〒805-0062 
八幡東区平野一丁目１番１号 

(国際村交流センター内) 

671-6561 
(671-6563) 

 
八幡東生涯学習センター 

尾倉分館 
〒805-0059 
八幡東区尾倉二丁目６番６号 

661-1122 
（661-2714） 

※予定 

戸畑生涯学習センター 
〒804-0061 
戸畑区中本町７番20号 

882-4281 
(882-4210) 

       ＊太枠部：令和３年４月１日に勤労婦人センターから生涯学習センター分館に移行する施設。 

       


